
保護者のみなさまへ 

（このご案内は一斉メールにて送付させていただいております。） 

 

平素は、本校の教育活動にご理解、ご協力いただき感謝申し上げます。 

今回は、7 月 5日（火）締切りの提出物のご案内です。 

・【全員提出】高等学校等就学支援金について（黄色の封筒） 

・【該当者のみ】高校生等奨学給付金について（グレーの封筒）  

上記 2種類の案内は 6月 1日に配布しています。 

重要な書類ですので、まだ提出できていない方は必ず提出してください。 

書類を紛失された場合は、事務室まで（TEL：0798-74-2460） 

 

 

 

【高等学校等就学支援金（授業料充当金）について】（黄色の封筒） 

 

授業料が実質不要になる制度で、実際に現金を受け取ることはありません。 

返済は不要です。 

 

◎6月 1日に申請書（水色の用紙）等を配布しました。 

7月 5日（火）締切りです。全員の書類提出が必要です。 

この申請は、今年度 7月～来年度 6月までの授業料が対象です。 

1年生のみ、4月と 7月（6月書類配付）の 2回、申請していただきます。 

※申請後に家庭事情に離婚・失職等の変化があった場合は就学支援金または 

授業料減免の対象となる場合があります。急ぎ事務室にお申し出ください。 

 

【高校生等奨学給付金について】（グレーの封筒） 

 

教育費負担を軽減することを目的とした返還不要の給付制度です。 

 

◎6月 1日に申請書（赤色の用紙）等を配布しました。 

7月 5日（火）締切りです。該当する方のみ書類提出が必要です。 

◎対象 

以下のいずれかの条件に当てはまる方 

① 7月 1日現在、生活保護（生業扶助）を受給している。 

② 保護者等全員の住民税所得割額が 0円。 

③ 家計急変により、保護者等全員の住民税所得割額が非課税（0 円）に相当する。 

※①～③に該当し、保護者等が兵庫県に住んでいる場合のみ対象です。 

※家計急変が起こった場合は、7月 5日以降も随時受付けます。 






